
JP 2017-12786 A 2017.1.19

10

(57)【要約】
【課題】切り欠きの形状を維持して切り欠きを目立ちや
すくすることが可能なパンツ型使い捨ておむつを提供す
る。
【解決手段】伸縮性の腹側胴回り部２と、背側胴回り部
３と、吸収性本体４とを備えたおむつ１１であって、腹
側胴回り部２は、上端領域の幅方向の中央部に切り欠き
２０を有し、切り欠き２０の外縁２００を含む縁領域２
０ａの少なくとも一部において腹側胴回り部２に積層さ
れている部材の枚数は、腹側胴回り部２の下端領域のう
ち吸収性本体４の幅方向の両側に位置する領域（脚回り
周辺領域）２ａにおいて腹側胴回り部２に積層されてい
る部材の枚数よりも多い。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向と、前後方向と、前記上下方向及び前記前後方向に直交する幅方向と、を有し
、
　前記幅方向に伸縮する腹側胴回り部と、
　背側胴回り部と、
　液体を吸収する帯状の吸収性本体と、を備え、
　前記吸収性本体は、一端部が前記腹側胴回り部に配置され、股下を介して他端部が前記
背側胴回り部に配置されているパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記腹側胴回り部は、上端領域の前記幅方向の中央部に切り欠きを有し、
　前記切り欠きの外縁を含む縁領域の少なくとも一部において前記腹側胴回り部に積層さ
れている部材の枚数は、前記腹側胴回り部の下端領域のうち前記吸収性本体の前記幅方向
の両側に位置する領域において前記腹側胴回り部に積層されている部材の枚数よりも多い
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項２】
　請求項１に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記腹側胴回り部は、
　前記着用者の肌側に配置された第１シートと、
　前記着用者の非肌側に配置された第２シートと、
　前記第１シート及び前記第２シートとは異なる別体シートと、を備え、
　前記切り欠きは、前記第１シート及び前記第２シートを貫通して形成されており、
　前記別体シートは、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項３】
　請求項２に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記切り欠きは、前記第１シート、前記第２シート、及び前記別体シートを貫通して形
成され、
　前記腹側胴回り部の上端から前記別体シートの上端までの距離は、前記切り欠きの前記
上下方向の最大長さ以下である
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項４】
　請求項３に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記別体シートは、上端が前記第１シートの上端及び前記第２シートの上端と重なるよ
うに配置されており、前記上下方向の長さが前記切り欠きの前記上下方向の最大長さより
も長い
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれかに記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記別体シートは、前記第１シートと前記第２シートとの間に配置されたデザインシー
トであり、
　前記別体シートのうち前記縁領域に重なる領域には、前記縁領域の外側における色とは
異なる色が付されている
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項６】
　請求項２～４のいずれかに記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記別体シートは、前記吸収性本体の前記一端部を前記第１シートとの間に挟むように
前記肌側に配置された補助シートである
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
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　前記吸収性本体の前記一端部は、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項８】
　請求項７に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記吸収性本体は、
　液体を吸収して保持する吸収体と、
　前記吸収体よりも肌側に配置されたトップシートと、
　前記吸収体よりも非肌側に配置されたバックシートと、を備え、
　前記バックシートの一端部は、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記吸収性本体は、
　液体を吸収して保持する吸収体と、
　前記吸収体よりも肌側に配置されたトップシートと、
　前記吸収体よりも非肌側に配置されたバックシートと、を有し、
　前記トップシートの一端部は、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記吸収性本体の前記幅方向の両側には、前記吸収性本体に沿ってサイドギャザー部が
設けられており、
　前記サイドギャザー部の上端部は、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記吸収性本体は、
　液体を吸収して保持する吸収体と、
　前記吸収体よりも肌側に配置されたトップシートと、
　前記吸収体よりも非肌側に配置されたバックシートと、を有し、
　前記サイドギャザー部は、前記バックシートの前記幅方向の両端部を前記幅方向に折り
返して前記トップシートに接合することにより形成されている
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記腹側胴回り部は、上端部が下方に折り返された折り返し部を有し、
　前記折り返し部は、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記折り返し部は、前記下方に折り返された長さが前記切り欠きの前記上下方向の最大
長さよりも長い
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パンツ型使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、使い捨ておむつとしてパンツ型の使い捨ておむつが知られている。例えば、特許
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文献１には、前身頃、股下部、及び後身頃からなり、１つのウエスト周り開口部及び一対
の脚周り開口部が形成されたパンツ型を呈した外装体と、当該外装体の内部に配置された
吸収性本体とを備えた使い捨ておむつが開示されている。
【０００３】
　特許文献１の図３Ａ、図３Ｂ、及び図３Ｃには、前身頃の上端領域の幅方向の中央部に
形成された切り欠きによって上端縁が下に凸の形態をとるパンツ型使い捨ておむつが示さ
れている。また、前身頃には、幅方向に沿って伸縮するウエスト周り伸縮材が切り欠きの
幅方向の両側及び切り欠きの下方側に配置され、着用者の肌へのフィット性を向上させて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１９２１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　使い捨ておむつにおいては、前身頃の下端領域のうち吸収性本体の幅方向の両側に位置
する領域（以下では「脚回り周辺領域」とする）は脚回りに近く、脚の動きを阻害しない
ようにするため、前身頃に積層されている部材の枚数が少なくなっている。一方、切り欠
きの周辺領域において前身頃に積層されている部材の枚数が、脚回り周辺領域において前
身頃に積層されている部材の枚数と同じであると切り欠きの周辺の剛性が低くなってしま
い、ウエスト周り伸縮材の幅方向の収縮によって切り欠きの形状が崩れて、切り欠きが目
立ちにくくなってしまう。
【０００６】
　本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは
、切り欠きの形状を維持して切り欠きを目立ちやすくすることが可能なパンツ型使い捨て
おむつを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための主たる発明は、上下方向と、前後方向と、前記上下方向及び
前記前後方向に直交する幅方向と、を有し、前記幅方向に伸縮する腹側胴回り部と、背側
胴回り部と、液体を吸収する帯状の吸収性本体と、を備え、前記吸収性本体は、一端部が
前記腹側胴回り部に配置され、股下を介して他端部が前記背側胴回り部に配置されている
パンツ型使い捨ておむつであって、前記腹側胴回り部は、上端領域の前記幅方向の中央部
に切り欠きを有し、前記切り欠きの外縁を含む縁領域の少なくとも一部において前記腹側
胴回り部に積層されている部材の枚数は、前記腹側胴回り部の下端領域のうち前記吸収性
本体の前記幅方向の両側に位置する領域において前記腹側胴回り部に積層されている部材
の枚数よりも多いことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつである。本発明の他の特徴に
ついては、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、切り欠きの形状を維持して切り欠きを目立ちやすくすることが可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１実施形態に係るおむつの一構成例を示す概略斜視図である。
【図２】第１実施形態に係るおむつを展開した状態を示す平面図である。
【図３】第１実施形態に係るおむつを上下方向に切断した場合の断面模式図であり、図３
Ａは脚回り周辺領域における様子を示し、図３Ｂは縁領域及びその周辺領域における様子
を示している。
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【図４】本発明の第２実施形態に係るおむつを展開した状態を示す平面図である。
【図５】第２実施形態に係るおむつを上下方向に切断した場合の断面模式図であり、図５
Ａは脚回り周辺領域における様子を示し、図５Ｂは縁領域及びその周辺領域における様子
を示している。
【図６】本発明の第３実施形態に係るおむつを展開した状態を示す平面図である。
【図７】第３実施形態に係るおむつを上下方向に切断した場合の断面模式図であり、図７
Ａは脚回り周辺領域における様子を示し、図７Ｂ～Ｄは縁領域及びその周辺領域における
様子を示している。
【図８】本発明の第４実施形態に係るおむつの腹側胴回り部側を示す展開平面図である。
【図９】本発明の第５実施形態に係るおむつを展開した状態を示す平面図である。
【図１０】第５実施形態に係るおむつを上下方向に切断した場合の断面模式図であり、図
１０Ａは脚回り周辺領域における様子を示し、図１０Ｂは縁領域及びその周辺領域におけ
る様子を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
【００１１】
　上下方向と、前後方向と、前記上下方向及び前記前後方向に直交する幅方向と、を有し
、前記幅方向に伸縮する腹側胴回り部と、背側胴回り部と、液体を吸収する帯状の吸収性
本体と、を備え、前記吸収性本体は、一端部が前記腹側胴回り部に配置され、股下を介し
て他端部が前記背側胴回り部に配置されているパンツ型使い捨ておむつであって、前記腹
側胴回り部は、上端領域の前記幅方向の中央部に切り欠きを有し、前記切り欠きの外縁を
含む縁領域の少なくとも一部において前記腹側胴回り部に積層されている部材の枚数は、
前記腹側胴回り部の下端領域のうち前記吸収性本体の前記幅方向の両側に位置する領域に
おいて前記腹側胴回り部に積層されている部材の枚数よりも多いパンツ型使い捨ておむつ
が明らかとなる。
【００１２】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、切り欠きの外縁を含む縁領域の少なくと
も一部において腹側胴回り部に積層されている部材の枚数を、腹側胴回り部の下端領域の
うち吸収性本体の幅方向の両側に位置する領域において腹側胴回り部に積層されている部
材の枚数よりも多くして剛性を高めることによって、切り欠きの縁領域における腹側胴回
り部の幅方向の収縮が抑制されるため、切り欠きの形状が維持され、切り欠きの存在を分
かりやすくすることが可能となる。
【００１３】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記腹側胴回り部は、前記着用者の肌側に配
置された第１シートと、前記着用者の非肌側に配置された第２シートと、前記第１シート
及び前記第２シートとは異なる別体シートと、を備え、前記切り欠きは、前記第１シート
及び前記第２シートを貫通して形成されており、前記別体シートは、前記縁領域に重なる
領域を有することが望ましい。
【００１４】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、第１シート及び第２シートとは異なる別
体シートを縁領域に重ねることにより、縁領域において腹側胴回り部に積層されている部
材の枚数を増やして剛性を高めることができ、縁領域における腹側胴回り部の幅方向の収
縮が抑制されるため、切り欠きの形状が維持され、切り欠きの存在を分かりやすくするこ
とが可能となる。
【００１５】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記切り欠きは、前記第１シート、前記第２
シート、及び前記別体シートを貫通して形成され、前記腹側胴回り部の上端から前記別体
シートの上端までの距離は、前記切り欠きの前記上下方向の最大長さ以下であることが望
ましい。
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【００１６】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、別体シートの上端が、腹側胴回り部の上
端と切り欠きの底との間に位置することから、別体シートは縁領域のより広い範囲で重な
り、剛性をより高めることができる。
【００１７】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記別体シートは、上端が前記第１シートの
上端及び前記第２シートの上端と重なるように配置されており、前記上下方向の長さが前
記切り欠きの前記上下方向の最大長さよりも長いことが望ましい。
【００１８】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、上下方向の長さが切り欠きの最大長さよ
りも長い別体シートを第１シート及び第２シートと共に貫通することにより切り欠きが形
成されているため、別体シートが縁領域全体に重なり、縁領域における剛性をより高める
ことができる。
【００１９】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記別体シートは、前記第１シートと前記第
２シートとの間に配置されたデザインシートであり、前記別体シートのうち前記縁領域に
重なる領域には、前記縁領域の外側における色とは異なる色が付されていることが望まし
い。
【００２０】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、別体シートのうち縁領域に重なる領域を
着色することにより、切り欠きの外縁が目立つため、切り欠きの位置が分かりやすくなる
。また、絵柄が施されたデザインシートを別体シートとすることにより、当該デザインシ
ートに絵柄を施す工程と同時に着色することができるため、着色するための工程を増やさ
ずに済む。
【００２１】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記別体シートは、前記吸収性本体の前記一
端部を前記第１シートとの間に挟むように前記肌側に配置された補助シートであることが
望ましい。
【００２２】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、補助シートを別体シートとすることによ
り、吸収性本体の一端部を肌側から覆うことで吸収性本体の一端部が着用者の肌に当接す
ることによる違和感を抑制しつつ、補助シートが縁領域に重なることで縁領域における剛
性を高めることができる。
【００２３】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記吸収性本体の前記一端部は、前記縁領域
に重なる領域を有することが望ましい。
【００２４】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、吸収性本体の一端部を腹側胴回り部の上
方側まで延ばすことにより、縁領域において腹側胴回り部に積層されている部材の枚数を
増やして剛性を高めることが可能となる。したがって、縁領域における剛性を高めるため
の部材を別途用意する必要がない。
【００２５】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記吸収性本体は、液体を吸収して保持する
吸収体と、前記吸収体よりも肌側に配置されたトップシートと、前記吸収体よりも非肌側
に配置されたバックシートと、を備え、前記バックシートの一端部は、前記縁領域に重な
る領域を有することが望ましい。
【００２６】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、バックシートの一端部を腹側胴回り部の
上方側まで延ばすことにより、縁領域において腹側胴回り部に積層されている部材の枚数
を増やして剛性を高めつつ、吸収体に吸収された液体が外部に漏れ出すことをより広い範
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囲で防ぐことが可能となる。
【００２７】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記吸収性本体は、液体を吸収して保持する
吸収体と、前記吸収体よりも肌側に配置されたトップシートと、前記吸収体よりも非肌側
に配置されたバックシートと、を有し、前記トップシートの一端部は、前記縁領域に重な
る領域を有することが望ましい。
【００２８】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、トップシートの一端部を腹側胴回り部の
上方側まで延ばすことにより、縁領域において腹側胴回り部に積層されている部材の枚数
を増やして剛性を高めつつ、バックシートの端部が着用者の肌に接触しないため、肌への
違和感を抑制することが可能となる。
【００２９】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記吸収性本体の前記幅方向の両側には、前
記吸収性本体に沿ってサイドギャザー部が設けられており、前記サイドギャザー部の上端
部は、前記縁領域に重なる領域を有することが望ましい。
【００３０】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、サイドギャザー部の上端部を腹側胴回り
部の上方側まで延ばして縁領域に重ねることにより、縁領域の幅方向の両端側において剛
性が高まり、腹側胴回り部が幅方向に収縮しても、切り欠きと腹側胴回り部における切り
欠きの幅方向の両側に位置する領域との境目が維持されるため、切り欠きの形状が崩れに
くくなる。
【００３１】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記吸収性本体は、液体を吸収して保持する
吸収体と、前記吸収体よりも肌側に配置されたトップシートと、前記吸収体よりも非肌側
に配置されたバックシートと、を有し、前記サイドギャザー部は、前記バックシートの前
記幅方向の両端部を前記幅方向に折り返して前記トップシートに接合することにより形成
されていることが望ましい。
【００３２】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、バックシートの幅方向の両端部を幅方向
に折り返してトップシートに接合することによりサイドギャザー部が形成されているため
、サイドギャザー部を形成するための部材を別途設ける必要がなく、製造コストの削減に
つながる。また、別体のシート部材を設けることなく縁領域における剛性を高めることが
できる。
【００３３】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記腹側胴回り部は、上端部が下方に折り返
された折り返し部を有し、前記折り返し部は、前記縁領域に重なる領域を有することが望
ましい。
【００３４】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、腹側胴回り部の上端部を下方に折り返し
ているため、縁領域における剛性を高めると共に、腹側胴回り部の上端部の剛性が高まり
、腹側胴回り部の上端部における幅方向の収縮が抑制され、着用時における肌への締め付
けが緩和される。
【００３５】
　かかるパンツ型使い捨ておむつであって、前記折り返し部は、前記下方に折り返された
長さが前記切り欠きの前記上下方向の最大長さよりも長いことが望ましい。
【００３６】
　このようなパンツ型使い捨ておむつによれば、折り返し部において、下方に折り返され
た長さが切り欠きの上下方向の最大長さよりも長いため、折り返し部が縁領域全体に重な
るため、縁領域における剛性をより高めることができる。
【００３７】
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＝＝＝第１実施形態＝＝＝
　本発明の第１実施形態に係るパンツ型使い捨ておむつ１１（以下では、単におむつ１１
とする）の一例として、主に新生児を着用対象としたパンツ型の使い捨ておむつについて
説明する。
【００３８】
＜おむつ１１の構成＞
　おむつ１１の構成について、図１及び図２を参照して説明する。
【００３９】
　図１は、第１実施形態に係るおむつ１１の一構成例を示す概略斜視図である。図２は、
第１実施形態に係るおむつ１１を展開した状態を示す平面図である。
【００４０】
　おむつ１１は、着用者の胴回り側を上側（上方）とし、着用者の股下側を下側（下方）
とする「上下方向」と、着用者の腹側を前側（前方）とし、着用者の背側を後側（後方）
とする「前後方向」と、上下方向及び前後方向に直交する「幅方向」とを有する。また、
着用者がおむつ１１を着用した状態において着用者の肌と接する側を「肌側」とし、その
反対側を「非肌側」とする。
【００４１】
　図１に示すように、おむつ１１は、着用者の腹側（前側）を覆う腹側胴回り部２と、着
用者の背側（後側）を覆う背側胴回り部３と、液体を吸収する帯状の吸収性本体４とを備
える。おむつ１１は、上側に胴回り開口部１ａが形成され、幅方向の両側に脚回り開口部
１ｂがそれぞれ形成されている。
【００４２】
　腹側胴回り部２は、図２に示すように、平面視長方形状であり、幅方向に長辺を有して
いる。腹側胴回り部２は、着用者の肌側に配置された第１シート２１と、着用者の非肌側
に配置された第２シート２２と、第１シート２１及び第２シート２２とは異なる別体シー
ト２３とを備えている。第１シート２１及び第２シート２２は、腹側胴回り部２の外形の
大きさと同じ大きさであり、柔らかい不織布等で形成されたシート部材である。
【００４３】
　腹側胴回り部２は、上端領域の幅方向の中央部に、第１シート２１、第２シート２２、
及び別体シート２３を貫通して形成された切り欠き２０を有している。この切り欠き２０
は、着用者である新生児の臍（へそ）や臍に取り付けられたクリップ等に腹側胴回り部２
が当たらないようにするためのものである。
【００４４】
　本実施形態では、切り欠き２０は、外縁２００が下方に向かって湾曲した曲線状である
が、切り欠き２０の形状については特に制限はない。また、切り欠き２０は、必ずしも第
１シート２１、第２シート２２、及び別体シート２３を貫通して形成されている必要はな
く、少なくとも第１シート２１及び第２シート２２を貫通して形成されていればよい。
【００４５】
　腹側胴回り部２には、幅方向に伸縮可能な腹側糸ゴム２４が伸長状態で上下方向に複数
本並んで配置されており、腹側糸ゴム２４の幅方向の収縮に伴って、第１シート２１、第
２シート２２、及び別体シート２３が幅方向に収縮する。なお、必ずしも腹側胴回り部２
に複数の腹側糸ゴム２４が配置されている必要はなく、例えば第１シート２１及び第２シ
ート２２に伸縮性不織布を用いる等、腹側胴回り部２が幅方向に伸縮可能であればよい。
【００４６】
　別体シート２３は、第１シート２１と第２シート２２との間に配置されており、図２に
示すように、切り欠き２０の外縁２００を含む縁領域２０ａの少なくとも一部に重なる領
域２３ａを有している。図２では、縁領域２０ａに重なる領域２３ａを砂地で示している
。この縁領域２０ａは、切り欠き２０の外縁２００から下方及び幅方向の両側に向かって
それぞれ、切り欠き２０の上下方向の最大長さＤだけ張り出した範囲内、又は最大１０ｍ
ｍ程度張り出した範囲内の領域である。なお、別体シート２３は、必ずしも第１シート２
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１と第２シート２２との間に配置されている必要はない。
【００４７】
　このように、第１シート２１及び第２シート２２に加えて、別体シート２３が縁領域２
０ａの少なくとも一部に重なることにより、縁領域２０ａの少なくとも一部において腹側
胴回り部２に積層されている部材の枚数が増える。これにより、縁領域２０ａにおける剛
性を高めることができる。
【００４８】
　本実施形態では、図２に示すように、腹側胴回り部２の上端から別体シート２３の上端
までの距離ｄが、切り欠き２０の上下方向の最大長さＤ以下である（ｄ≦Ｄ）。つまり、
別体シート２３の上端は、上下方向において、腹側胴回り部２の上端と切り欠き２０の底
との間に位置している。したがって、別体シート２３は、縁領域２０ａのより広い範囲に
おいて重なる領域２３ａを有するため、縁領域２０ａにおける剛性をより高めることがで
きる。図２では、腹側胴回り部２の上端から別体シート２３の上端までの距離ｄが、０＜
ｄ＜Ｄの場合について示している。
【００４９】
　なお、胴回り部２の上端から別体シート２３の上端までの距離ｄが切り欠き２０の上下
方向の最大長さＤのとき（ｄ＝Ｄ）、切り欠き２０は、別体シート２３を貫通せずに第１
シート２１及び第２シート２２のみを貫通して形成されている。
【００５０】
　また、別体シート２３の上端が腹側胴回り部２の上端（第１シート２１の上端及び第２
シート２２の上端）と重なるように配置され（ｄ＝０）、かつ別体シート２３の上下方向
の長さＨ１が、切り欠き２０の上下方向の最大長さＤよりも長く設定されている（Ｈ１＞
Ｄ）ことが望ましい。なぜなら、別体シート２３は、縁領域２０ａの全体に重なる領域２
３ａを有するため、縁領域２０ａにおける剛性をさらに高めることができるからである。
【００５１】
　なお、別体シート２３の上端が、第１シート２１の上端及び第２シート２２の上端と重
なるように配置されていなくとも、別体シート２３の上端が、切り欠き２０の幅方向の両
側にそれぞれ配置された２本の腹側糸ゴム２４のうち上方に位置する腹側糸ゴム２４より
も上側に位置していることが望ましい。これは、切り欠き２０の形状が崩れる原因として
、当該２本の腹側糸ゴム２４の幅方向の収縮が最も影響していると考えられることから、
当該２本の腹側糸ゴム２４の幅方向の収縮による腹側胴回り部２の幅方向の収縮を抑制す
るためである。
【００５２】
　また、別体シート２３の幅方向の両端はそれぞれ、切り欠き２０の外縁２００よりも幅
方向の外側に位置していることが望ましい。これにより、縁領域２０ａのうち切り欠き２
０の幅方向の両側に位置する部分において別体シート２３が重なるため、縁領域２０ａの
剛性をより高めることができる。
【００５３】
　別体シート２３は、本実施形態では、絵柄２３０が施された所謂デザインシートである
。デザインシートとしては、例えばポリエチレンやポリプロピレン等のフィルムに絵柄２
３０をプリントすることにより形成されるものが用いられる。図１及び図２では、絵柄２
３０を網掛けで示している。
【００５４】
　別体シート２３のうち縁領域２０ａに重なる領域２３ａには、縁領域２０ａの外側にお
ける色とは異なる色が付されている。例えば、別体シート２３のうち縁領域２０ａに重な
る領域２３ａには青色が付されており、縁領域２０ａの外側は着色されていないような態
様を挙げることができる。
【００５５】
　このように、縁領域２０ａに重なる領域２３ａの色と縁領域２０ａの外側における色と
の違いを利用することによって、切り欠き２０の外縁２００が視認しやすくなり、切り欠
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き２０をより目立ちやすくすることができる。
【００５６】
　また、絵柄２３０が施されたデザインシートを別体シート２３とすることにより、デザ
インシートとしての機能と、縁領域２０ａにおける剛性を高めるという別体シートとして
の機能とを１枚のシート部材によって担保することができる。さらに、絵柄２３０をプリ
ントする工程と同じ工程において縁領域２０ａに重なる領域２３ａに色を付すことができ
るため、切り欠き２０を目立ちやすくするために縁領域２０ａに重なる領域２３ａに色を
付すための工程を別途設ける必要がなく、おむつ１１の製造工程を増やさずに済む。
【００５７】
　背側胴回り部３は、腹側胴回り部２と同様に、平面視長方形状であり、幅方向に長辺を
有している。背側胴回り部３は、２枚の柔らかい不織布等で形成されたシート部材である
。本実施形態では、背側胴回り部３には、幅方向に伸縮可能な背側糸ゴム３０が上下方向
に複数本並んで配置されており、背側糸ゴム３０の幅方向の収縮に伴って、２枚のシート
部材が幅方向に収縮する。
【００５８】
　図１に示すように腹側胴回り部２と背側胴回り部３とは、例えばヒートシールやソニッ
クシール等の融着やホットメルト接着剤等の接着剤によって接合部５にて幅方向の両側が
接合されている。これにより、腹側胴回り部２と背側胴回り部３とが環状につながり、胴
回り開口部１ａが形成される。
【００５９】
　吸収性本体４は、図２に示すように、長手方向の一端部４ａが腹側胴回り部２に配置さ
れ、着用者の股下を介して他端部４ｂが背側胴回り部３に配置されている。吸収性本体４
は、尿等の液体を吸収して保持する吸収体４１と、吸収体４１よりも肌側に配置されたト
ップシート４２と、吸収体４１よりも非肌側に配置されたバックシート４３とを備えてい
る。
【００６０】
　吸収体４１は、液体吸収性素材が所定の形状（例えば、平面視略砂時計形状）に成形さ
れた吸収性コアと、当該吸収性コアの外周面を被覆するコアラップシートとを備えている
。液体吸収性素材としては、パルプ繊維等の液体吸収性繊維や、高吸収性ポリマー（所謂
ＳＡＰ）等の液体吸収性粒状物を例示できる。コアラップシートとしては、ティッシュペ
ーパーや不織布等の液透過性シートを使用可能である。なお、吸収体４１は、必ずしもコ
アラップシートを備えている必要はなく、液体を吸収して当該液体を内部に保持できる素
材で形成されていればよい。
【００６１】
　トップシート４２は、例えばエアスルー不織布等の液透過性の柔軟なシート部材で形成
されている。バックシート４３は、例えばポリエチレン（ＰＥ）フィルム又はポリプロピ
レン（ＰＰ）フィルム等の液不透過性のシート部材と、例えば不織布等の液透過性のシー
ト部材とを備えている。なお、バックシート４３は、必ずしも、液不透過性のシート部材
と、液透過性のシート部材とを備えている必要はなく、例えば液不透過性のシート部材を
２枚備えていてもよいし、１枚の液不透過性のシート部材のみから形成されていてもよい
。
【００６２】
　吸収体４１、トップシート４２、及びバックシート４３は、それぞれ厚さ方向に隣り合
う部材と例えばホットメルト接着剤等の接着剤で接合されている。当該接着剤の塗布パタ
ーンとしては、Ωパターンやスパイラルパターン、ストライプパターン等が挙げられる。
これは、他の接着剤の塗布パターンについても同様である。
【００６３】
　吸収性本体４の幅方向の両側には、サイドギャザー部４３０が吸収性本体４に沿って設
けられている。このサイドギャザー部４３０は、脚回り開口部１ｂ（図１参照）から尿等
が外部に漏れ出すことを抑制するためのものである。本実施形態では、サイドギャザー部
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４３０は、バックシート４３の幅方向の両端部を幅方向に折り返してトップシート４２に
接合することにより形成されている。
【００６４】
＜腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数について＞
　次に、腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数について、図３Ａ及び図３Ｂを参照
して説明する。
【００６５】
　図３Ａ及び図３Ｂは、おむつ１１を上下方向に切断した場合の断面模式図であり、図３
Ａは脚回り周辺領域２ａにおける様子を示し、図３Ｂは縁領域２０ａ及びその周辺領域に
おける様子を示している。
【００６６】
　ここで、「脚回り周辺領域２ａ」とは、腹側胴回り部２の下端領域のうち吸収性本体４
の幅方向の両側に位置する領域のことをいう（図１及び図２参照）。おむつ１１の着用時
において、脚回り周辺領域２ａは着用者の脚回りに近い領域であり、着用者の脚の動きを
阻害しないようにするため、腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数が少なくなって
いる。具体的には、図３Ａに示すように、脚回り周辺領域２ａにおいて腹側胴回り部２に
積層されている部材は、第１シート２１及び第２シート２２である。すなわち、脚回り周
辺領域２ａにおいて腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数は、２枚である。
【００６７】
　一方、図３Ｂに示すように、縁領域２０ａの少なくとも一部において腹側胴回り部２に
積層されている部材は、第１シート２１、第２シート２２、及び別体シート２３（デザイ
ンシート）である。すなわち、縁領域２０ａにおいて腹側胴回り部２に積層されている部
材の枚数は、３枚である。したがって、縁領域２０ａの少なくとも一部において腹側胴回
り部２に積層されている部材の枚数は、脚回り周辺領域２ａにおいて腹側胴回り部２に積
層されている部材の枚数よりも多くなっている。図３Ｂでは、別体シート２３を太線で示
している。
【００６８】
　仮に、縁領域２０ａにおいて腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数を、脚回り周
辺領域２ａにおいて腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数と同じにすると剛性が不
十分となってしまい、切り欠き２０の幅方向の両側及び下方側に配置された腹側糸ゴム２
４の幅方向の収縮に伴って第１シート２１及び第２シート２２が幅方向に収縮（腹側胴回
り部２が幅方向に収縮）するため、切り欠き２０の形状が崩れてしまい、切り欠き２０が
目立ちにくくなってしまう。
【００６９】
　そこで、本実施形態のように、縁領域２０ａの少なくとも一部において腹側胴回り部２
に積層されている部材の枚数を脚回り周辺領域２ａにおいて腹側胴回り部２に積層されて
いる部材の枚数よりも多くして剛性を高めることによって、縁領域２０ａにおける腹側胴
回り部２の幅方向の収縮が抑制されるため、切り欠き２０の形状が維持されて、切り欠き
２０を目立ちやすくすることが可能となる。
【００７０】
　本実施形態では、縁領域２０ａにおける剛性を高めるために縁領域２０ａの少なくとも
一部に重なる領域２３ａを有する別体シート２３を用い、当該別体シート２３として腹側
胴回り部２の第１シート２１と第２シート２２との間に配置されたデザインシートを適用
した場合について説明したが、これに限らず、その他にも縁領域２０ａにおける剛性を高
めたおむつ１１の態様はいくつか考えられる。以下、第２～第５実施形態において、それ
ぞれの態様について説明することとする。
【００７１】
＝＝＝第２実施形態＝＝＝
　次に、本発明の第２実施形態に係るおむつ１２の構成について、図４及び図５を参照し
て説明する。
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【００７２】
　図４及び図５において、第１実施形態に係るおむつ１１の構成について説明したものと
共通する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。なお、以下第３
～第５実施形態についても同様とする。
【００７３】
　図４は、第２実施形態に係るおむつ１２を展開した状態を示す平面図である。図５Ａ及
び図５Ｂは、第２実施形態に係るおむつ１２を上下方向に切断した場合の断面模式図であ
り、図５Ａは脚回り周辺領域２ａにおける様子を示し、図５Ｂは縁領域２０ａ及びその周
辺領域における様子を示している。
【００７４】
　本実施形態に係るおむつ１２は、腹側胴回り部２の別体シート２５の構成が、第１実施
形態に係るおむつ１１における別体シート２３の構成と異なる。別体シート２５は、図４
及び図５Ｂに示すように、吸収性本体４の長手方向の一端部４ａを第１シート２１との間
に挟むように配置された補助シートである。この「補助シート」とは、吸収性本体４の一
端部４ａを肌側から覆うことにより、吸収性本体４の一端部４ａが着用者の肌に当接する
ことによる違和感を抑制し、吸収性コアが吸収性本体４の一端部４ａから外部へ出て肌に
触れないようにするためのものである。
【００７５】
　具体的には、別体シート２５は、図４に示すように、幅方向の長さが第１シート２１及
び第２シート２２の幅方向の長さと同じであり、下端部が吸収性本体４（トップシート４
２及びバックシート４３）の一端部４ａに重なるように設定されている。したがって、別
体シート２５の上下方向の長さＨ２は、切り欠き２０の上下方向の最大長さＤよりも長い
（Ｈ２＞Ｄ）。
【００７６】
　図５Ａに示すように、本実施形態に係るおむつ１２においても、第１実施形態に係るお
むつ１１と同様に、脚回り周辺領域２ａにおいて腹側胴回り部２に積層されている部材は
、第１シート２１及び第２シート２２の２枚である。
【００７７】
　一方、図５Ｂに示すように、縁領域２０ａの少なくとも一部において腹側胴回り部２に
積層されている部材は、第１シート２１、第２シート２２、及び別体シート２５（補助シ
ート）の３枚である。したがって、縁領域２０ａの少なくとも一部において腹側胴回り部
２に積層されている部材の枚数は、脚回り周辺領域２ａにおいて腹側胴回り部２に積層さ
れている部材の枚数よりも多くなり、縁領域２０ａにおける剛性を高めることができる。
図５Ｂでは、別体シート２５を太線で示している。
【００７８】
　なお、図４及び図５Ｂでは、別体シート２５の上端が腹側胴回り部２の上端に重なるよ
うに別体シート２５が配置されているが、これに限らず、別体シート２５は、縁領域２０
ａの少なくとも一部に重なるように配置されていればよい。
【００７９】
　このように、吸収性本体４の一端部４ａを第１シート２１との間に挟むように肌側に配
置された補助シートを別体シート２５とすることで、吸収性本体４の一端部４ａが着用者
の肌に当接することによる違和感を抑制しつつ、縁領域２０ａにおける剛性を高めること
が可能となる。
【００８０】
＝＝＝第３実施形態＝＝＝
　次に、本発明の第３実施形態に係るおむつ１３の構成について、図６及び図７Ａ～Ｄを
参照して説明する。
【００８１】
　図６は、第３実施形態に係るおむつ１３を展開した状態を示す平面図である。図７Ａ～
Ｄは、第３実施形態に係るおむつ１３を上下方向に切断した場合の断面模式図であり、図
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７Ａは脚回り周辺領域２ａにおける様子を示し、図７Ｂ～Ｄは縁領域２０ａ及びその周辺
領域における様子を示している。
【００８２】
　本実施形態に係るおむつ１３は、図６に示すように、吸収性本体４の一端部４ａが腹側
胴回り部２の上端側に延びており、縁領域２０ａに重なる領域４ｃを有している。なお、
当該一端部４ａ側の上端が腹側胴回り部２の上端に重なっていると、なおよい。なぜなら
、当該一端部４ａは、縁領域２０ａの全体に重なる領域４ｃを有するため、縁領域２０ａ
における剛性をさらに高めることができるからである。
【００８３】
　このように、吸収性本体４の一端部４ａを腹側胴回り部２の上端側まで延ばすことによ
って、縁領域２０ａの少なくとも一部において腹側胴回り部２に積層されている部材の枚
数を増やして縁領域２０ａにおける剛性を高めることが可能となり、縁領域２０ａにおけ
る剛性を高めるための部材を別途用意する必要がなくなり、コストの削減にもつながる。
【００８４】
　なお、吸収性本体４の一端部４ａを腹側胴回り部２の上端側まで延ばす構成については
、いくつかの態様が考えられる。
【００８５】
　まず、図７Ｂに示すように、吸収性本体４のうちバックシート４３の一端部が、縁領域
２０ａの少なくとも一部に重なる領域４３ｃを有している場合が考えられる。図７Ｂでは
、バックシート４３を太線で示している。
【００８６】
　この場合、図７Ａに示すように、脚回り周辺領域２ａにおいて胴回り部２に積層されて
いる部材が第１シート２１及び第２シート２２の２枚であるのに対して、縁領域２０ａの
少なくとも一部において胴回り部２に積層されている部材は第１シート２１、第２シート
２２、及びバックシート４３の３枚である。したがって、縁領域２０ａの少なくとも一部
において腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数は、脚回り周辺領域２ａにおいて腹
側胴回り部２に積層されている部材の枚数よりも多くなり、縁領域２０ａにおける剛性を
高めることができる。
【００８７】
　なお、バックシート４３が１枚のシート部材で形成されている場合は、縁領域２０ａの
少なくとも一部において腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数は３枚であるが、例
えばバックシート４３が２枚のシート部材で形成されている場合は、縁領域２０ａの少な
くとも一部において腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数は４枚となり、縁領域２
０ａにおける剛性をより高めることができる。
【００８８】
　このように、吸収性本体４のバックシート４３の一端部を腹側胴回り部２の上端側まで
延ばすことにより、縁領域２０ａにおける剛性を高めつつ、吸収体４１に吸収された尿等
の液体が外部に漏れ出すことをより広い範囲で抑制することが可能となる。
【００８９】
　次に、図７Ｃに示すように、吸収性本体４のうちトップシート４２の一端部が、縁領域
２０ａの少なくとも一部に重なる領域４２ｃを有している場合が考えられる。図７Ｃでは
、トップシート４２を太線で示している。
【００９０】
　この場合においても、図７Ａに示すように、脚回り周辺領域２ａにおいて胴回り部２に
積層されている部材が第１シート２１及び第２シート２２の２枚であるのに対して、縁領
域２０ａの少なくとも一部において胴回り部２に積層されている部材は第１シート２１、
第２シート２２、及びトップシート４２の３枚となる。したがって、縁領域２０ａの少な
くとも一部において腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数は、脚回り周辺領域２ａ
において腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数よりも多くなり、縁領域２０ａにお
ける剛性を高めることができる。
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【００９１】
　このように、吸収性本体４のトップシート４２の一端部を腹側胴回り部２の上端側まで
延ばすことにより、縁領域２０ａにおける剛性を高めると共に、トップシート４２よりも
硬い液不透過性のシート部材を備えるバックシート４３の一端部が着用者の肌に直接接触
しないため、肌への違和感を抑制することができる。
【００９２】
　そして、図７Ｄに示すように、吸収性本体４のトップシート４２の一端部が縁領域２０
ａの少なくとも一部に重なる領域４２ｃを有すると共に、バックシート４３の一端部が縁
領域２０ａの少なくとも一部に重なる領域４３ｃを有する場合が考えられる。図７Ｄでは
、トップシート４２及びバックシート４３を太線で示している。
【００９３】
　この場合、図７Ａに示すように、脚回り周辺領域２ａにおいて胴回り部２に積層されて
いる部材が第１シート２１及び第２シート２２の２枚であるのに対して、縁領域２０ａの
少なくとも一部において胴回り部２に積層されている部材は第１シート２１、第２シート
２２、トップシート４２、及びバックシート４３の４枚である。したがって、縁領域２０
ａの少なくとも一部において腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数は、脚回り周辺
領域２ａにおいて腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数よりも多くなり、縁領域２
０ａにおける剛性をより高めることができる。
【００９４】
＝＝＝第４実施形態＝＝＝
　次に、本発明の第４実施形態に係るおむつ１４の構成について、図８を参照して説明す
る。
【００９５】
　図８は、第４実施形態に係るおむつ１４の腹側胴回り部２側を示す展開平面図である。
【００９６】
　本実施形態に係るおむつ１４は、図８に示すように、吸収性本体４の幅方向の両側に設
けられたサイドギャザー部４３０の上端部が縁領域２０ａに重なる領域４３０ａを有して
いる。具体的には、サイドギャザー部４３０の上端部が縁領域２０ａに重なる領域４３０
ａは、縁領域２０ａのうち切り欠き２０の幅方向の両側に位置する部分である。図８では
、縁領域２０ａを一点鎖線で、サイドギャザー部４３０を太線で、それぞれ示すと共に、
サイドギャザー部４３０の上端部が縁領域２０ａに重なる領域４３０ａを砂地で示してい
る。
【００９７】
　このように、サイドギャザー部４３０の上端部を腹側胴回り部２の上端側まで延ばして
縁領域２０ａに重ねることにより、縁領域２０ａの幅方向の両端側において剛性が高まり
、腹側糸ゴム２４の収縮に伴って腹側胴回り部２が幅方向に収縮した場合であっても、切
り欠き２０の外縁２００のうち幅方向の両側に位置する部分（切り欠き２０と切り欠き２
０の幅方向の両側に位置する腹側胴回り部２の領域との境目）が維持されるため、切り欠
き２０の形状が崩れにくく維持されやすい。
【００９８】
　なお、サイドギャザー部４３０は、上端が腹側胴回り部２の上端に重なる位置まで延び
て形成されていることが望ましい。なぜなら、サイドギャザー部４３０は、上端部が縁領
域２０ａに重なる領域４３０ａをより広い範囲で有することになり、縁領域２０ａの幅方
向の両端側において剛性がより高まるからである。
【００９９】
　さらに、本実施形態では、第１実施形態で説明したように、サイドギャザー部４３０が
吸収性本体４のバックシート４３の幅方向の両端部を幅方向の内側に折り返してトップシ
ート４２に接合することにより形成されているため、別体のシート部材を設けることなく
縁領域２０ａにおける剛性を高めることができる。ただし、バックシート４３を利用して
サイドギャザー部４３０が形成されていることが望ましいが、必ずしもこれに限らず、別
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部材を吸収性本体４に接合させてもよい。
【０１００】
＝＝＝第５実施形態＝＝＝
　次に、本発明の第５実施形態に係るおむつ１５の構成について、図９ならびに図１０Ａ
及び図１０Ｂを参照して説明する。
【０１０１】
　図９は、第５実施形態に係るおむつ１５を展開した状態を示す平面図である。図１０Ａ
及び図１０Ｂは、第５実施形態に係るおむつ１５を上下方向に切断した場合の断面模式図
であり、図１０Ａは脚回り周辺領域２ａにおける様子を示し、図１０Ｂは縁領域２０ａ及
びその周辺領域における様子を示している。
【０１０２】
　本実施形態に係るおむつ１５における腹側胴回り部２は、図９及び図１０Ｂに示すよう
に、上端部が下方に折り返された折り返し部２１０を有している。図９及び図１０Ｂでは
、当該折り返し部２１０を太線で示している。折り返し部２１０は、縁領域２０ａに重な
る領域２１０ａを有している。
【０１０３】
　これにより、縁領域２０ａにおける剛性を高めると共に、腹側胴回り部２の上端部にお
ける剛性が高まり、腹側糸ゴム２４の収縮に伴う腹側胴回り部２の上端部における幅方向
の収縮が抑制される。よって、おむつ１５の着用時において、腹側胴回り部２の肌への締
め付けを緩和することができる。
【０１０４】
　本実施形態では、折り返し部２１０は、上下方向の長さＨ３が吸収性本体４（トップシ
ート４２及びバックシート４３）の一端部４ａに重なるように設定されている。つまり、
折り返し部２１０は、下方に折り返された長さＨ３が切り欠き２０の上下方向の最大長さ
Ｄよりも長い（Ｈ３＞Ｄ）。これにより、折り返し部２１０は縁領域２０ａの領域全体に
重なるため、縁領域２０ａにおける剛性をより高めることができる。
【０１０５】
＝＝＝その他＝＝＝
　上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解
釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得
ると共に、本発明にはその等価物が含まれることは言うまでもない。
【０１０６】
　縁領域２０ａにおける剛性を高める態様として、第１～第５実施形態について説明して
きたが、各実施形態を組み合わせておむつに適用してもよい。例えば、第１実施形態と第
３実施形態を組み合わせた場合、縁領域２０ａには、別体シート２３としてのデザインシ
ートと吸収性本体４の一端部４ａとが重なって配置されることとなる。この場合、縁領域
２０ａにおける腹側胴回り部２に積層されている部材の枚数がより多くなり、縁領域２０
ａにおける剛性をより高めることが可能となる。
【符号の説明】
【０１０７】
２…腹側胴回り部
２ａ…脚回り周辺部（腹側胴回り部の下端領域のうち吸収性本体の幅方向の両側に位置す
る領域）
３…背側胴回り部
４…吸収性本体
４ａ…一端部
４ｂ…他端部
１１，１２，１３，１４，１５…おむつ（パンツ型使い捨ておむつ）
２０…切り欠き
２０ａ…縁領域
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２１…第１シート
２２…第２シート
２３…別体シート、デザインシート
２５…別体シート、補助シート
４１…吸収体
４２…トップシート
４３…バックシート
２００…外縁
２１０…折り返し部
４３０…サイドギャザー部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(19) JP 2017-12786 A 2017.1.19

【手続補正書】
【提出日】平成28年9月8日(2016.9.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向と、前後方向と、前記上下方向及び前記前後方向に直交する幅方向と、を有し
、
　前記幅方向に伸縮する腹側胴回り部と、
　背側胴回り部と、
　液体を吸収する帯状の吸収性本体と、を備え、
　前記吸収性本体は、一端部が前記腹側胴回り部に配置され、股下を介して他端部が前記
背側胴回り部に配置されているパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記腹側胴回り部は、上端領域の前記幅方向の中央部に切り欠きを有し、
　前記切り欠きの外縁を含む縁領域の少なくとも一部において前記腹側胴回り部に積層さ
れている部材の枚数は、前記腹側胴回り部の下端領域のうち前記吸収性本体の前記幅方向
の両側に位置する領域において前記腹側胴回り部に積層されている部材の枚数よりも多い
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項２】
　請求項１に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記腹側胴回り部は、
　着用者の肌側に配置された第１シートと、
　前記着用者の非肌側に配置された第２シートと、
　前記第１シート及び前記第２シートとは異なる別体シートと、を備え、
　前記切り欠きは、前記第１シート及び前記第２シートを貫通して形成されており、
　前記別体シートは、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項３】
　請求項２に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記切り欠きは、前記第１シート、前記第２シート、及び前記別体シートを貫通して形
成され、
　前記腹側胴回り部の上端から前記別体シートの上端までの距離は、前記切り欠きの前記
上下方向の最大長さ以下である
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項４】
　請求項３に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記別体シートは、上端が前記第１シートの上端及び前記第２シートの上端と重なるよ
うに配置されており、前記上下方向の長さが前記切り欠きの前記上下方向の最大長さより
も長い
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれかに記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記別体シートは、前記吸収性本体の前記一端部を前記第１シートとの間に挟むように
前記肌側に配置された補助シートである
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
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　前記吸収性本体の前記一端部は、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項７】
　請求項６に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記吸収性本体は、
　液体を吸収して保持する吸収体と、
　前記吸収体よりも肌側に配置されたトップシートと、
　前記吸収体よりも非肌側に配置されたバックシートと、を備え、
　前記バックシートの一端部は、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記吸収性本体は、
　液体を吸収して保持する吸収体と、
　前記吸収体よりも肌側に配置されたトップシートと、
　前記吸収体よりも非肌側に配置されたバックシートと、を有し、
　前記トップシートの一端部は、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記吸収性本体の前記幅方向の両側には、前記吸収性本体に沿ってサイドギャザー部が
設けられており、
　前記サイドギャザー部の上端部は、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項１０】
　請求項９に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記吸収性本体は、
　液体を吸収して保持する吸収体と、
　前記吸収体よりも肌側に配置されたトップシートと、
　前記吸収体よりも非肌側に配置されたバックシートと、を有し、
　前記サイドギャザー部は、前記バックシートの前記幅方向の両端部を前記幅方向に折り
返して前記トップシートに接合することにより形成されている
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記腹側胴回り部は、上端部が下方に折り返された折り返し部を有し、
　前記折り返し部は、前記縁領域に重なる領域を有する
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のパンツ型使い捨ておむつであって、
　前記折り返し部は、前記下方に折り返された長さが前記切り欠きの前記上下方向の最大
長さよりも長い
ことを特徴とするパンツ型使い捨ておむつ。
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